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WHC/23/45.COM/7B.Add 

84. 知床（日本）(N 1193) 

 

世界遺産一覧表記載年：2005 

クライテリア：(ix)(x) 

危機遺産一覧表記載年：該当なし 

以前の委員会決定のウェブページ：https://whc.unesco.org/en/list/1193/documents/ 

国際援助：要請承認件数：０ 承認合計金額：USD 0   

詳細 https://whc.unesco.org/en/list/1193/assistance/ 

UNESCO外部資金援助：該当なし 

以前に実施されたモニタリング・ミッション（現地調査）： 

2008年 2月：世界遺産センター／IUCN合同リアクティブ・モニタリング・ミッション 

2019年 9月：IUCN諮問ミッション 

以前の報告で特定された資産への影響要因： 

・水関係インフラ施設（河川工学、特に、大規模なサケ科魚類の遡上を含む魚類の回遊を阻

害または制限しているダム） 

・水産養殖（近隣締約国との連携・協力を含む、商業漁業の管理） 

・生物種の過剰個体数（森林、より広い意味では植生の再生に影響を与えているシカの過剰

な生息密度） 

・観光／訪問者／レクリエーションの影響、管理制度／管理計画（観光及び訪問者管理） 

・気候変動及び深刻な気象現象（気候変動により予測される影響） 

・管理活動（トド西部亜種（Western Steller sea lion）の個体群管理） 

説明資料のウェブページ： https://whc.unesco.org/en/list/1193/ 

 

 

現在の保全上の課題 

2022 年 12 月 1 日、締約国は資産の保全状況に関する報告書を提出した。当該報告書は

次の URL にて入手可能であり https://whc.unesco.org/en/list/1193/documents/、以下の情

報が含まれている： 

● 気候変動により予測される本資産の顕著な普遍的価値（OUV）の属性への影響につい

て再調査が行われており、当該国は、気候変動による影響を最小化するため、2024年

までに順応的管理戦略を策定することを目指している。気候変動の影響がより大きな

懸念を引き起こしており、気候変動がもたらす生物応答を把握するためのデータが不

足している。 

● 日本海に来遊するトドの個体数は、「絶滅の危険性がない範囲内」で、漁業被害を最小

化することを目的とした管理基本方針に沿って管理されてきた。同方針は2024年に改

定予定であり、根室海峡を含む日本に来遊するトドの繁殖地や来遊状況等の動向から

https://whc.unesco.org/en/list/1193/
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得られたデータに基づき来遊個体数が推定される。管理は、予防原則を考慮した科学的

根拠に基づいて行われる； 

● 根室周辺海域におけるトドの漁業被害額は、最高を記録した2013年の357百万円（約2.6

百万米ドル）に比べ36.8％まで減少し、131百万円（約972,000米ドル）となっている。

しかし、同期間に漁業水揚げ額も大きく減少しており、トドによる被害は依然として沿

岸漁業の存続に対する脅威となっている。管理基本方針が改定されるまでの間、強化刺

網などの非致死的な対策が継続されるが、限定的な効果しか得られていないため、過去

の実績に基づき、トドの「アジア集団の絶滅の危険性がない」範囲内で現行の採捕数が

維持される； 

● 2012-2021年度長期モニタリング計画（LTMP）の総合評価報告書が2022年に公表され

（当該国報告書に添付）、知床は自然遺産としての価値を維持していると評価されてい

る。LTMPの改定は、2023年3月までに完了する予定であり、気候変動による影響のモ

ニタリングが2022年から強化され、クライテリア(x)の生物多様性の属性が反映される。

OUVの状況に関する科学的評価は、このモニタリングの結果に基づいて継続される；  

● ルシャ川のダム改良に関する改修工事は、水理モデルと数値シミュレーションに基づ

いて作成されたロードマップに沿って、2024年に完了する予定である。モニタリング

には、河床地形、サケの遡上数、産卵床、稚魚降下数などが含まれる。産卵床の分布に

影響を与える要因（水深、流速、河床材料、流木の分布など）が解析され、ダム改良に

伴うサケの自然産卵環境の改善と再生産効率が評価される予定である。 

 

世界遺産センター及び IUCNの分析と結論 

気候変動の影響がより大きな懸念を引き起こしていること、また気候変動の影響をモニ

タリングするためのデータが不足していることに留意し、気候変動が OUVの属性に及ぼす

と予測される影響を調査するという当該国のコミットメントは評価できるものであり、

2024 年までに影響を最小化するための順応的管理戦略を策定することを歓迎する。委員会

は当該国に対して、最終的な戦略を世界遺産センターに提出することを改めて要請するよ

う勧告する。 

トドが引き続き漁獲量の減少と関連していることについて、当該国の懸念に留意する。ま

た、個体群動態に関するデータに基づいて 2024年に管理基本方針が改定され、予防原則が

より考慮される予定であることにも留意する。しかしながら、トド西部亜種が 2012年より

「絶滅危惧種（EN）」に掲載されていることを想起すると、2024年に基本管理方針が改定

されるまで、（非致死的な対策は効果が低いと考えられるため）採捕が継続されることを懸

念し、持続可能な漁業と OUVの属性であるトドの保全を両立させることは、引き続き当局

の重要な優先事項である。明確な個体群動態が不明な中で、トドの個体数がさらに減少する

可能性があることは依然として懸念であり、委員会は当該国に対して、2024 年に予定され

ている方針改定に情報を提供するため、個体群動態モデルの開発を早急に加速することを

要請するとともに、当該国に対して再度、現在の採捕のレベルを再考、削減または廃止し、
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必要に応じて IUCN 種の保存委員会に協議することを強く促すよう勧告する。方針の更新

は、科学的な個体数データに基づくべきである。 

2012-2021 年度 LTMP が 2021 年に終了したことに伴い、科学委員会が地域連絡会議と

協議の上、遺産価値の評価を実施し、2023年に新たな LTMPを最終決定することは評価で

きる。自然遺産価値が維持されているという LTMP 評価報告書の結論に留意する一方で、

世界遺産センターと IUCN は、一部の海鳥類（ウミウ、カモメ類）の個体数が遺産登録時

から半減し、その要因が不明であると報告されていることを懸念し、海鳥類の個体群はOUV

の重要な属性であることを想起する。よって、気候変動に関連する影響、海鳥類及び本資産

の魚類相を代表するオショロコマを含む魚類の個体数減少、ヒグマと人間の軋轢、ニホンジ

カの増加など、このプロセスを通じて特定されたモニタリング及び管理の優先事項が新規

LTMP において確実に対処され、今後 OUV への圧力を効果的に管理するための対策が実

施されることが重要である。クライテリア(x)の生物多様性に関連する属性が（新規 LTMP

に）含まれることで、管理当局は圧力が発生した場合に対応することができる。 

ルシャ川のダム改良に対応するための改修工事が 2024 年に完了する見込みであるとい

う報告は評価できるものであり、LTMP 評価報告書では漁業者間でダム改良への関心が高

まっていることや、OUVの文脈においてより積極的にダム改良を推進することが強調され

ている。2019年の IUCN諮問ミッションで、モデルが、意思決定に正確な情報を提供する

ために必要な河川の自然な生物学的機能を適切に表していないとの見解が示されたことを

想起すると、報告にあるサケの産卵と回遊のプロセスに関する要因のモニタリングが重要

である。当該国は、ミッションの勧告に沿って、河川再生のアプローチとオプションに関す

る現在の理解を強化できる追加的なツールを引き続き検討するよう奨励されるべきである。 

 

決議案：45 COM 7B.84 

世界遺産委員会は、 

1. 文書WHC/23/45.COM/7B/Addを検討した上で、 

2. 第 41回委員会会合（クラクフ、2017年）、第 43回委員会会合（バクー、2019年）及

び第 44 回委員会拡大会合（福州／オンライン、2021 年）で採択された決議 41 COM 

7B.30 、43 COM 7B.10及び 44 COM 7B.186を想起し、 

3. 気候変動の影響がより大きな懸念を引き起こしていること、また気候変動の影響をモ

ニタリングするためのデータが不足していることに留意し、2024年までに気候変動に

よる顕著な普遍的価値（OUV）への影響を最小化するための順応的管理戦略を策定す

ることを歓迎するとともに、当該国に対し、最終的な戦略を世界遺産センターに提出し、

その実施と資産のOUVの継続的な保護のために完全な支援が確実に提供されるよう改

めて要請する（reiterate its request）； 

4. また、漁業への影響を含め、トドが管理基本方針に沿って管理されてきたこと、個体群

動態の調査が進行中であることに留意するが、しかしながら個体数データが存在しな

いままトドの採捕が続いていることを改めて懸念し、当該国に、2024年の管理基本方
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針の改定に反映させるため、個体群動態モデルの開発を引き続き加速するよう強く促

す（urge）； 

5. 必要に応じてIUCN種の保存委員会に協議し、トド西部亜種に関する正確で包括的なデ

ータが利用可能になるまで、予防的アプローチを採用し、現在の本亜種の採捕レベルを

再考、削減または必要に応じて廃止するよう当該国に再度強く促す； 

6. 本資産に関する2012-2021長期モニタリング計画 (LTMP) の総合評価報告書に留意し、

登録以降、一部の海鳥類の個体数が半減したと報告されていることに懸念を表明する

とともに、海鳥類の個体群がOUVの重要な属性であることを想起する; 

7. また、2023年度末までに予定されているLTMPの改定と、それにクライテリア（x）の

生物多様性の属性が含まれることを歓迎し、水生生物多様性、特にサケ科魚類、海鳥類

及び海生哺乳類が確実にすべて含まれ、モニタリングされるために、資産のOUVの属

性をLTMPに完全に確実に反映するよう当該国に改めて要請し、改定された最終的な

LTMPを世界遺産センターに提出するよう当該国に要請する（request）； 

8. また、生物学的変数のモニタリングを含む2019年のミッション勧告に対する当該国の

継続的な対応に留意し、当該国に以下の継続を奨励する（encourage）： 

a) 河川再生アプローチとオプションに関する現在の理解を強化するため、河川生態系

における生物学的変数の代表性を改善するための対策を講じること  

b) 河川再生の必要性と漁業関係者の懸念とのより良いバランスをとる方法として、巨

大な流木を捕獲するための代替手法を検討すること 

c) 特に侵食、魚類の移動、底生生物の生育・生息地の攪乱に関連して、河床路パイロ

ットプロジェクトの影響をモニタリングし、必要に応じて、特定された影響に対して、

包括的な科学的理解に基づいて迅速な改善措置を講じること； 

9. さらに、当該国に対し、第 47回世界遺産委員会会合による検討のため、2024年 12月

1日までに、資産の保全状況及び上記決議の実施状況について最新の報告書を世界遺産

センターに提出するよう要請する。 


